
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
三

宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
宮
崎
道
三
郎
博
士
（
1
）

の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
上
下
（
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
（
2
）

）
を
手
が
か
り
に
、
わ

が
国
に
お
け
る
法
制
史
及
び
ロ
ー
マ
法
講
義
の
草
創
期
の
状
況
（
3
）

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
具
体
的
な
様
相
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ

る
。
宮
崎
博
士
は
、「
日
本
法
制
史
研
究
の
最
初
の
専
門
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
西
洋
に
於
け
る
近
代
的
法
制
史
研
究
法
を
輸
入
し
て
、

之
を
日
本
法
制
史
研
究
に
適
用
、
実
践
し
た
点
に
於
て
も
最
初
の
人
で
あ
る
（
4
）

」
が
、
明
治
二
〇
年
代
帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
い
て
日
本

法
制
史
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
羅
馬
法
及
び
比
較
法
制
史
と
い
う
か
た
ち
で
西
洋
法
制
に
関
す
る
講
義
も
同
時
に
行
っ
て
い
た
時
期
が

あ
っ
た
。
先
に
穂
積
陳
重
博
士
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
の
若
干
の
検
討
を
試
み
た
（
5
）

が
、
本
稿
で
は
、
穂
積
博
士
と
宮
崎
博
士
の

法
制
史
に
関
す
る
学
問
論
の
違
い
に
関
心
を
有
す
る
。

論　

説

（
七
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
四

同
資
料
は
、
上
巻
の
羅
馬
法
制
史
と
下
巻
の
独
乙
法
制
史
の
二
分
冊
か
ら
な
り
（
6
）

、
上
巻
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
法
講
義
の
一
端
を
知
り
う

る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
（
7
）

。
し
か
し
な
が
ら
講
義
録
に
は
講
義
が
行
わ
れ
た
年
代
を
特
定
で
き
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
も
あ
り
、
い
つ
の
講
義
に
属
す
る
の
か
は
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
8
）

。

宮
崎
博
士
が
、
四
年
間
に
及
ぶ
ド
イ
ツ
留
学
（
9
）

か
ら
帰
国
し
た
の
は
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
一
〇
月
一
九
日
の
こ
と
、
同
月
二
九

日
付
で
帝
国
大
学
教
授
に
任
用
さ
れ
、
法
科
大
学
勤
務
と
な
っ
て
い
る
（
10
）

。
宮
崎
博
士
が
帰
国
翌
年
の
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は

「
法
制
沿
革
及
び
羅
馬
法
（
11
）

」
を
担
当
し
た
が
、
こ
の
年
は
穂
積
博
士
及
び
外
国
人
教
師
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
（H

einrich W
eipert, 1856-1905

）

に
よ
る
「
羅
馬
法
」
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
最
後
の
年
に
あ
た
る
（
12
）

。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
も
「
法
制
沿
革
及
び
羅
馬
法
」
を
担
当
す

る
が
、
穂
積
博
士
は
講
義
を
担
当
せ
ず
、
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
も
職
を
解
か
れ
た
こ
と
か
ら
（
13
）

、
こ
の
年
か
ら
宮
崎
博
士
に
よ
る
羅
馬
法
講
義
の

み
が
行
わ
れ
た
。
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
（
14
）

、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
は
「
法
制
沿
革
、
羅
馬
法
並
び
に
独
乙
法
律
史
」
の
講
義
を

担
当
し
た
が
（
15
）

、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
講
座
制
へ
の
移
行
に
伴
い
、
九
月
九
日
付
で
、
羅
馬
法
講
座
担
任
、
法
制
史
比
較
法
制
史

講
座
兼
担
と
な
り
（
16
）

、
翌
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
九
月
に
戸
水
寛
人
博
士
教
授
任
用
・
羅
馬
法
講
座
担
任
に
伴
い
、
九
月
八
日
付
で
法

制
史
比
較
法
制
史
講
座
担
任
と
な
っ
た
（
17
）

。
宮
崎
博
士
の
比
較
法
制
史
講
義
録
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
以
外
に
も
現
在
い
く
つ
か
残
さ
れ
て

い
る
（
18
）

。
こ
の
う
ち
、
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
表
紙
に
「
乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五
月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
四
年
乃
至
三
五

年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
19
）

。
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
三
月
法
制
史
比
較
法
制
史
講
座
が
、
法
制
史
講
座
と
比
較

法
制
史
講
座
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
宮
崎
博
士
は
法
制
史
講
座
の
担
任
と
な
っ
た
（
20
）

。
比
較
法
制
史
講
座
は
、
留
学
か

ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
美
濃
部
達
吉
が
担
任
と
な
り
（
21
）

、
そ
の
後
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
留
学
か
ら
帰
国
し
た
中
田
薫
に
引
き
継
が

れ
て
い
く
。
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
宮
崎
博
士
が
担
当
し
て
き
た
比
較
法
制
史
講
義
の
最
終
年
の
講
義
録
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日

（
七
九
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
五

本
大
学
所
蔵
本
と
摂
南
大
学
所
蔵
本
と
は
、
全
体
構
成
に
お
い
て
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
第
一
部
・
羅
馬
法

制
史
と
第
二
部
・
独
乙
法
制
史
を
講
じ
る
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
論
に
先
立
っ
て
、
緒
論
と
し
て
、
比
較
法
制
史
と
は
何
か
、

何
を
講
じ
る
か
、
そ
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
緒
論
の
部
分
に
つ
い
て
、
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、「
第
一
条　

講
義
範
囲
」「
第
二
条　

法
制
史
学
の
由
来
」「
第
三
条　

法
制
史
学
の
体
裁
」
と
し
て
、
日
本
大
学
所
蔵
本
の
そ
れ
に
比
べ
て
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
分
説
明
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
宮
崎
博
士
が
比
較
法
制
史
と
い
う
講
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か

を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
緒
論
に
つ
い
て
、
日
本
大
学
所
蔵
本
の
内
容
を
具
体
的
に
紹
介
し
な
が
ら
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
た

い
。

一　

比
較
法
制
史
の
範
囲

日
本
大
学
所
蔵
本
は
、
ま
ず
、
緒
論
・
第
一
章
と
し
て
「
比
較
法
制
史
の
範
囲
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
比
較
法
制
史
の
名
称
た
る
其
意
味
甚
だ
広
か
れ
ド
モ
時
間
に
制
限
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
其
範
囲
を
定
め
以
て
講
述
せ
さ
る
可
か
ら

ず
。
先
づ
其
意
味
を
広
く
解
釈
せ
ば
世
界
中
の
法
制
を
比
較
す
る
に
あ
り
。
此
事
た
る
甚
だ
困
難
な
る
こ
と
な
り
。
然
れ
ド
モ
或
る

大
家
中
各
国
の
法
律
の
沿
革
を
研
究
し
且
つ
著
述
せ
ん
と
企
画
せ
し
も
の
少
し
と
せ
ず
。
例
はW

arnkönig 

﹇L
eopold A

ugust

﹈

氏
の
如
き
は
法
学
通
論
中
に
各
国
の
法
律
沿
革
を
簡
単
に
論
述
せ
り
。
此
他
此
類
の
学
者
頗
る
多
し
。
今
日
に
あ
り
て
は
諸
国
の
交

通
頻
繁
と
な
り
互
に
密
着
し
諸
国
の
法
律
を
比
較
す
る
こ
と
余
程
容
易
な
る
に
至
れ
り
と
雖
ド
モ
、
風
俗
思
想
等
の
異
な
る
為
め
矢

（
七
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
六

張
各
国
の
法
律
を
相
比
較
す
る
の
困
難
を
免
れ
ぬ
。」﹇
一
丁
﹈

比
較
法
制
史
と
い
う
名
称
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
広
範
で
あ
り
、
講
義
の
時
間
に
限
り
あ
る
の
で
、
そ
の
範
囲
を
ま
ず
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
名
称
か
ら
す
れ
ば
、
広
義
に
は
世
界
中
の
法
制
を
比
較
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
き
わ
め

て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
各
国
の
法
律
の
沿
革
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し

て
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
（L

eopold A
ugust W

arnkönig, 1794-1866 （22
）

）
の
「
法
学
通
論
」、
つ
ま
り
、Juristische E

ncyclopädie （23
）

へ
の
言

及
か
ら
始
め
て
い
る
。
同
書
は
五
〇
〇
頁
を
超
え
る
大
著
で
あ
り
、
著
者
は
前
言
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
本
書
の
思
想
は
、
目

次
を
一
瞥
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
ご
理
解
い
た
だ
け
よ
う
し
、
本
書
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
法
学
的
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ーE

ncylopädie

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
し
か
、
真
の
学
問
た
る
法
律
学
は
叙
述
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
よ
う
。
た
と
え
形
式
的

に
体
系
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
専
門
領
域
の
要
点
を
た
ん
に
叙
述
す
る
だ
け
の
、
し
ば
し
ば
文
献
学
的
な
だ
け
の
解
説
で
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
達
せ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
哲
学
的
歴
史
的
な
基
礎
の
上
に
立
っ
た
体
系
的
叙
述
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
実
際
生
け
る
も
の
で

あ
り
、
法
律
的
側
面
か
ら
見
た
人
々
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
体
系
的
な
叙
述
は
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
法
の
知
識
が
真
に
学
問
知
と

な
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
が
必
要
で
も
あ
る
（
24
）

。」
当
時
こ
う
し
た
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
を
冠
す
る
著
作
が
多
く
世
に
問
わ
れ
て
い

た
（
25
）

。
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
「
法
学
通
論
」
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
編　

法
及
び
法
学
概
説　

第
一
部　

法
及
び
法

学
概
説　

一 

総
説　

二 

法
概
念
論　

三 

法
源
論　

四 

法
規
範
論　

五 
法
律
関
係
論　

六 

法
学
方
法
論　

七 

法
の
歴
史
的
概
説
へ
の

橋
渡
し　

第
二
部　

法
及
び
法
律
学
の
歴
史
的
概
説　

一 

オ
リ
エ
ン
ト
法　

二 
古
典
古
代
諸
民
族
に
お
け
る
国
家
と
法
の
発
展　

1 

ギ

リ
シ
ア
人　

2
．
ロ
ー
マ
人
及
び
そ
の
法　

三 

キ
リ
ス
ト
教
的
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
の
法
と
法
学　

四 

中
世
と
く
に
カ
ー
ル
大
帝
支
配
諸

（
七
九
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
七

国
の
法
と
法
学　

五 

カ
ー
ル
大
帝
支
配
以
外
の
諸
国
の
法
発
展
概
観　

六 

一
六
世
紀
以
来
の
法
源
及
び
法
学
の
歴
史
﹇
一
六
世
紀
か
ら

一
八
世
紀
中
葉
に
至
る
ド
イ
ツ
法
源
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
ド
イ
ツ
以
外
へ
の
影
響
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
法

学
と
そ
の
影
響
、
一
八
一
五
年
以
後
の
ド
イ
ツ
法
学　

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学
の
成
果　

そ
の
諸
外
国
へ
の
影
響　

一
八
世
紀
末
葉
以
来

の
ド
イ
ツ
法
源
の
優
越
的
性
格
﹈。
第
二
編 

法
学
各
部
門
の
歴
史
的
概
説　

第
一
部　

私
法　

一　

私
法
概
説　

二　

ド
イ
ツ
現
行
法
の

歴
史
的
説
明　

第
二
部　

公
法　

一 

国
法
及
び
一
般
国
法
学
原
理　

二 

ド
イ
ツ
国
法
の
歴
史
的
概
観　

三 

刑
法　

四 

訴
訟
法　

五 

教

会
法　

六 

国
際
法
（
26
）

。

以
上
の
構
成
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
第
一
編
は
法
及
び
法
学
に
つ
い
て
の
概
説
と
そ
の
歴
史
的
概
観
（
そ
の
内
容
は
中
国
、
イ
ン
ド
、
イ

ス
ラ
ム
諸
国
か
ら
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
を
経
て
、
中
世
・
近
世
の
ゲ
ル
マ
ン
、
ド
イ
ツ
か
ら
当
代
に
ま
で
及
ぶ
）、
第
二
編
は
、
各
論
と
し
て
、
私
法
、

公
法
の
各
部
門
別
の
概
説
と
歴
史
的
概
観
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
編
第
二
部
の
歴
史
的
概
観
は
、
本
文
五
六
三
頁
の
ほ
ぼ

半
分
の
量
二
八
〇
頁
ほ
ど
を
占
め
て
お
り
、
歴
史
的
な
い
し
比
較
法
制
史
的
な
叙
述
に
大
き
な
比
重
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

よ
う
。
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
は
、
法
史
家
に
と
っ
て
二
つ
の
課
題
を
自
ら
に
課
し
て
い
た
。
一
つ
に
は
「
法
制
と
国
制
の
生
け
る
発
展
と

運
動
全
体
」
を
探
求
し
、
そ
れ
を
忠
実
に
描
き
出
す
こ
と
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
細
部
は
そ
の
精
神
と
目
的
と
に
よ
り
正
確
で
あ
る
こ

と
は
も
と
よ
り
つ
ね
に
全
体
を
顧
慮
し
つ
つ
そ
れ
と
関
連
づ
け
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
（
27
）

。
い
ま
一
つ
の
課
題
と
は
、
自

国
の
法
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、「
地
球
上
の
全
民
族
の
法
及
び
法
学
の
発
展
過
程
を
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
重
要
な
立
法
の
歴
史
的

起
源
を
探
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
及
び
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
28
）

」、
つ
ま
り
包
括
的
な
比
較
法
史
で
あ
り
、
そ

の
と
き
に
初
め
て
、
自
国
の
法
と
「
法
一
般
」
と
の
関
係
と
発
展
の
程
度
を
知
り
、
真
に
明
晰
な
法
の
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

穂
積
博
士
は
、
比
較
法
学
の
研
究
法
と
し
て
、「
国
別
比
較
法
」
と
「
人
種
別
比
較
法
」
の
二
派
を
分
類
す
る
が
、
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ

（
七
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
八

は
、
モ
ー
ル
（R

obert von M
ohl, 1799-1875

）、
ミ
ッ
タ
マ
イ
ヤ
ー
（C

arl Josef A
nton M

itterm
ayer, 1787-1867 （29

）
）
と
と
も
に
「
国
別
比

較
法
」
の
代
表
的
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
30
）

。

宮
崎
博
士
は
当
時
の
比
較
法
学
研
究
を
一
瞥
し
つ
つ
、
さ
ら
に
穂
積
博
士
の
い
う
「
人
種
別
比
較
法
」、
換
言
す
る
と
、
ポ
ス
ト
（
31
）

（A
lbert H

erm
ann P

ost, 1839-1895

）
と
コ
ー
ラ
ー
（Josef K

ohler, 1849-1911 （32
）

）
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
比
較
的
民
族
学
的
法
研
究
な

い
し
法
民
族
学
（R

echtsethonologie

）
に
あ
た
る
も
の
を
も
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
元
来
比
較
法
制
史
は
近
来
に
至
り
甚
だ
盛
大
に
赴
き
英
仏
独
学
者
中
に
は
各
国
の
法
律
を
比
較
し
て
法
律
は
世
の
中
に
如
何
な
る

方
法
を
以
て
進
歩
せ
し
か
を
研
究
す
る
も
の
あ
り
。
此
研
究
た
る
全
く
法
律
学
に
属
す
る
﹇
一
丁
裏
﹈
処
な
り
。
而
し
て
今
述
べ
し

如
く
、
比
較
法
制
史
は
新
起
学
問
な
る
を
以
て
未
だ
完
全
な
ら
ず
し
て
諸
学
者
の
論
著
を
見
れ
は
前
後
撞
着
す
る
処
頗
る
多
し
。
先

づ
夫
れ
等
の
比
較
法
制
史
を
研
究
す
る
に
当
り
、
尤
も
困
難
を
感
ず
る
は
学
語
に
あ
り
。
勿
論
国
異
な
る
に
従
ひ
語
を
異
に
し
て
悉

く
各
国
の
語
に
通
ず
る
能
は
ず
。
故
に
之
れ
大
い
に
苦
し
む
処
な
り
。
因
て
種
々
の
大
家
の
著
書
に
従
ひ
一
般
に
思
想
を
観
察
す
る

に
止
る
。
今
日
に
て
は
広
く
各
国
の
法
律
を
研
究
し
其
の
基
礎
に
依
り
其
法
律
を
比
較
す
る
も
の
あ
り
。
則
ち
﹇
ポ
ス
ト
﹈P

ost

氏
の
如
き
に
し
て
氏
は
独
乙
の
比
較
法
制
史
の
原
祖
と
も
称
せ
ら
ヽ
人
に
し
て
遠
く
亜
弗
利
加
の
法
律
迄
で
調
査
せ
し
コ
ト
あ
り
。

又
コ
ー
レ
ル
﹇K
ohler

﹈
│
氏
の
如
き
苦
心
し
研
究
せ
り
。
氏
に
至
り
て
は
別
々
調
べ
た
る
の
傾
あ
り
。
故
に
比
較
法
制
史
の
意

味
を
広
く
言
へ
ば
古
代
に
於
け
る
印
度
、
希
臘
、
羅
馬
等
の
法
律
沿
革
を
論
じ
、
一
方
に
は
支
那
日
本
等
に
至
る
迄
の
法
制
史
を
比

し
得
可
き
も
到
底
確
固
た
る
結
果
を
得
る
能
は
ず
。
今
や
日
本
の
法
制
史
を
陳
べ
ん
と
せ
ば
、
自
然
支
那
の
法
制
を
陳
ぶ
る
に
至
る
。

元
来
日
本
は
至
大
の
勢
に
し
て
進
歩
せ
し
も
久
し
く
支
那
の
法
制
を
採
用
せ
し
を
以
て
日
本
の
法
制
を
陳
べ
ん
と
せ
ば
支
那
の
法
制

を
陳
ふ
る
に
至
る
。
因
て
支
那
の
﹇
二
丁
表
﹈
法
律
を
述
べ
ば
又
以
て
日
本
の
法
制
の
一
般
を
覗
ふ
に
足
れ
り
。」﹇
一
│
二
丁
﹈

（
七
九
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
九

宮
崎
博
士
に
よ
れ
ば
、
比
較
法
制
史
は
、
近
時
英
仏
独
の
学
者
た
ち
に
お
い
て
、
各
国
の
法
律
を
比
較
し
て
、
法
律
が
い
か
に
し
て
進

歩
し
て
き
た
か
が
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
は
た
し
か
に
法
律
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
新
起
学
問
」
で
あ

り
、「
未
だ
完
全
な
ら
ず
し
て
、
諸
学
者
の
論
著
を
見
れ
ば
前
後
撞
着
す
る
処
頗
る
多
し
」
と
さ
れ
、
最
も
困
難
な
こ
と
は
「
学
語
」
の

問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
33
）

。
博
士
自
身
、
当
時
の
新
し
い
傾
向
に
必
ず
し
も
積
極
的
な
評
価
を
試
み
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
各
国

の
法
律
を
比
較
し
て
法
律
は
世
の
中
に
如
何
な
る
方
法
を
以
て
進
歩
せ
し
か
を
研
究
す
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
例
え
ば
メ
イ
ン
『
古

代
法
（
34
）

』
の
研
究
な
ど
を
想
起
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
博
士
が
、
メ
イ
ン
の
比
較
法
学
研
究
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
、
も
ち

ろ
ん
こ
の
一
文
か
ら
た
だ
ち
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
穂
積
陳
重
博
士
の
比
較
法
学
へ
の
関
心
と
の
差
違
が
感
じ
ら
れ
る
部
分

で
あ
る
（
35
）

。

「
今
日
に
て
は
広
く
各
国
の
法
律
を
研
究
し
其
の
基
礎
に
依
り
其
法
律
を
比
較
す
る
も
の
あ
り
。」
と
し
て
、
ポ
ス
ト
及
び
コ
ー
ラ
ー
の

名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
「
氏
は
独
乙
の
比
較
法
制
史
の
原
祖
と
も
称
せ
ら
ヽ
人
に
し
て
遠
く
亜
弗
利
加
の
法
律
迄
で

調
査
せ
し
コ
ト
あ
り
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
業
績
自
体
に
は
具
体
的
な
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ポ
ス
ト
は
、
当
時
大
学
に

席
を
置
か
ず
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
地
方
裁
判
所
判
事
と
し
て
過
ご
し
た
が
、
古
代
社
会
・
未
開
社
会
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
（
36
）

。
コ
ー

ラ
ー
は
、
一
八
八
一
年
の
書
評
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
ポ
ス
ト
の
業
績
を
高
く
評
価
し
、
ロ
ー
マ
法
史
や
ド

イ
ツ
法
史
に
限
局
さ
れ
た
法
史
を
打
開
す
る
道
と
し
て
、
こ
の
学
問
的
方
向
を
支
持
し
、
か
れ
の
こ
と
を
、
民
族
心
理
学
の
資
料
を
「
法

史
と
法
哲
学
の
研
究
に
服
せ
し
め
た
」
最
初
の
人
々
の
一
人
、「
法
史
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
」
と
呼
ん
で
い
る
（
37
）

。
宮
崎
博
士
は
講
義
に
お
い

て
ポ
ス
ト
と
コ
ー
ラ
ー
に
関
し
て
詳
細
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
比
較
法
制
史
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
当
時
、
わ
が
国
に
お
け
る
ポ
ス
ト
や

コ
ー
ラ
ー
に
対
す
る
関
心
は
、
主
に
穂
積
博
士
に
よ
る
積
極
的
な
紹
介
に
よ
り
、
一
定
の
世
代
に
は
あ
る
種
の
共
通
理
解
が
実
現
さ
れ
て

（
七
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
三
〇

い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
穂
積
博
士
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
飯
野
謹
一
が
ポ
ス
ト
の
書
『
国
家
法
制
起
原
』
を
訳
出
し

た
と
き
に
、
訳
者
の
求
め
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
序
を
寄
せ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
（
38
）

。

「
法
律
学
は
現
時
既
に
一
大
革
命
の
時
期
に
達
し
た
り
。
而
し
て
上
に
挙
げ
た
る
歴
史
派
、
比
較
派
諸
学
士
の
学
説
は
皆
な
法
学
革

命
の
旗
皷
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
自
然
法
説
の
遺
骸
の
為
め
に
棺
槨
を
歛
め
、
墳
墓
を
築
か
ん
と
す
る
も
の
に
非
ざ
る
は
な
し
。
就
中

「
ブ
レ
メ
ン
」
の
判
事
ヘ
ル
マ
ン
・
ポ
ス
ト
氏
の
如
き
は
、
新
法
学
の
為
め
に
烽
燧
を
掲
げ
、
自
然
法
説
埋
葬
の
導
師
と
し
て
引
導

の
偈
を
唱
ふ
る
者
と
謂
ふ
べ
し
。
蓋
し
氏
は
近
世
の
比
較
派
法
律
学
者
中
に
牛
耳
を
執
り
、
主
と
し
て
人
種
別
比
較
法
に
拠
り
法
理

を
論
述
す
る
も
の
な
り
と
雖
も
、
亦
汎
く
実
験
的
研
究
法
に
據
る
所
鮮
し
と
せ
ず
。
氏
著
述
す
る
所
頗
る
多
し
。
就
中
「
人
種
的
法

学
」「
法
律
自
然
学
」「
法
の
自
然
律
」「
原
始
民
種
論
」「
法
律
原
始
論
」「
一
般
法
学
の
基
礎
」「
法
律
の
基
礎
」「
一
般
法
学
の
職

務
」「
阿
弗
利
加
法
論
」「
親
族
法
進
化
論
」
等
最
も
世
に
行
は
れ
、「
国
家
法
制
起
源
論
」
亦
其
一
に
居
る
。
頃
日
飯
野
法
学
士
本

邦
の
法
学
界
に
自
然
法
の
旧
説
猶
ほ
其
残
喘
を
存
し
、
空
理
空
論
往
々
神
聖
な
る
学
理
の
名
を
瀆
す
を
慨
し
、
ポ
ス
ト
氏
の
著
書
中
、

特
に
「
国
家
法
制
起
源
論
」
を
擇
び
て
之
を
訳
述
し
辛
思
苦
慮
、
今
や
全
く
其
稿
を
脱
せ
り
。
蓋
し
学
士
は
之
を
以
て
後
進
者
実
験

的
法
理
学
研
究
の
津
梁
と
し
、
本
邦
に
於
け
る
法
学
革
命
の
旌
旗
を
樹
て
ヽ
、
自
ら
新
法
学
の
先
導
者
た
ら
ん
コ
ト
を
期
す
る
も
の

な
り
。
余
や
学
士
と
志
を
同
ふ
す
る
者
、
深
く
学
士
の
此
挙
あ
る
を
喜
び
、
茲
に
其
囑
に
応
じ
て
ポ
ス
ト
氏
の
新
法
学
に
於
け
る
位

置
を
略
叙
し
、
学
士
の
為
に
斯
書
を
法
学
世
界
に
紹
介
す
。」

こ
の
穂
積
博
士
の
「
序
」
に
お
け
る
ポ
ス
ト
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
「
法
理
学
講
義
」
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
39
）

。
穂
積
博

士
が
ベ
ル
リ
ン
で
過
ご
し
た
の
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
夏
学
期
と
翌
年
か
け
て
の
冬
学
期
で
あ
っ
た
（
40
）

。
当
時
ポ
ス
ト
は
ブ
レ
ー
メ

ン
の
裁
判
官
で
あ
り
、
コ
ー
ラ
ー
も
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
に
あ
り
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
移
籍
す
る
の
が
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の

（
七
九
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
三
一

こ
と
で
あ
る
の
で
、
留
学
中
直
接
的
な
関
係
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
先
の
「
国
家
法
制
起
原
序
」
に
は
、「
現
今
に
至
り
て
は
コ
ー
レ

ル
、
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
、
コ
ー
ン
等
の
諸
氏
は
主
と
し
て
人
種
的
比
較
法
を
採
れ
り
。
蓋
し
輓
近
比
較
法
学
の
発
達
に
よ
り
自
然
法
説
は
大

に
其
の
勢
力
を
減
殺
す
る
に
至
れ
り
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
ー
ラ
ー
と
、
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
（F

ranz B
ernhöft, 1852-

1933

）、
コ
ー
ン
（G

eorg C
ohn, 1845-1918

）
と
が
「
人
種
的
比
較
法
」
の
提
唱
者
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
者
を
結
び
つ
け

る
の
が
、『
比
較
法
学
雑
誌
』（Z

eitschrift für vergleichende R
echtsw

issenschaft

）
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
一
八
七
八
年
に
、
当
時

ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
の
員
外
教
授
Ｆ
・
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
と
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
員
外
教
授
Ｇ
・
コ
ー
ン
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
。
し

か
し
三
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
は
、
雑
誌
の
創
刊
に
あ
た
っ
て
、
比
較
法

学
の
究
極
的
任
務
を
「
法
の
発
展
の
一
般
法
則
を
発
見
し
て
個
別
諸
国
民
の
歴
史
に
適
用
す
る
こ
と
（
41
）

」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

は
た
し
か
に
ポ
ス
ト
の
民
族
的
法
学
に
近
い
線
を
出
し
な
が
ら
（
42
）

、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
未
開
民
族
」
の
習
俗
を
法
の
範
疇
と
は
一
線

を
画
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
正
統
的
な
法
教
義
学
・
法
史
学
の
路
線
を
踏
み
外
さ
な
い
よ
う
に
周
到
な
配
慮
を
し
て
い
た
、
と
さ
れ

る
（
43
）

。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
コ
ー
ラ
ー
が
編
集
陣
に
加
わ
っ
た
一
八
八
二
年
以
後
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。
前
年
の
コ
ー
ラ
ー
に
よ
る
ポ
ス

ト
の
書
評
な
ど
に
も
そ
う
し
た
傾
向
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
（
44
）

。
穂
積
博
士
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
は
ち
ょ
う
ど
『
比
較
法
学
雑
誌
』
の
変
質
が

起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
う
し
た
動
向
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
崎
博
士
の
ド
イ
ツ
留
学
は
、
穂
積
博
士
が
帰
国
し
た
三
年
後
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
か
ら
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
四
年

間
で
あ
る
。
中
田
薫
博
士
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
十
七
年
八
月
沿
革
法
理
學
及
民
法
總
論
修
業
の
爲
め
、
獨
乙
國
へ
留
學
の
命
を
受
け
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
三
大
学
に
於
て
、
カ
ル
ロ
ワ
、
ベ
ッ
ケ
ル
、
シ
ュ
レ
ー
デ
ル
、
ゾ
ー
ム
、
ワ
ッ

ハ
、
ビ
ン
ヂ
ン
グ
、
ウ
ヰ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ヒ
及
び
イ
エ
リ
ン
グ
等
、
當
時
著
名
の
諸
教
授
に
就
て
、
羅
馬
法
日
耳
曼
法

（
七
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
三
二

人
法
刑
法
及
法
理
学
等
を
聴
講
す
る
こ
と
四
年
（
45
）

。」
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
崎
博
士
が
過
ご
し
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
で
あ
り
、
右
の
小
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
当
時
の
ド
イ
ツ
の
錚
々
た
る
学
者
た
ち
の
近
く
に
あ
っ
た
。

実
際
、『
比
較
法
制
史
』
も
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
学
者
た
ち
の
成
果
に
多
く
依
拠
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ポ
ス
ト
や
コ
ー
ラ
ー

ら
の
比
較
法
学
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
穂
積
博
士
の
よ
う
な
か
た
ち
で
は
議
論
を
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
で
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た

比
較
法
学
な
り
民
族
学
的
法
学
は
、
た
し
か
に
古
代
社
会
や
未
開
社
会
に
視
座
を
据
え
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
教
義
学
を
揺
る
が
す
契
機

を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
一
つ
の
学
問
と
し
て
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
に
な
り
え
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、『
比
較
法
制
史
』

に
お
け
る
宮
崎
博
士
の
評
価
で
あ
っ
た
。

二　

比
較
法
制
史
の
編
纂

次
に
、
講
義
の
具
体
的
な
対
象
が
示
さ
れ
る
。
比
較
法
制
史
の
対
象
は
、
西
洋
に
お
け
る
法
律
の
位
置
に
あ
っ
て
歴
史
上
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
「
羅
馬
及
び
日
耳
曼
の
法
制
」
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
は
い
か
に
叙
述
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
の
方

法
論
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
る
。

ロ
ー
マ
法
が
欧
州
諸
国
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
今
日
で
も
な
お
欧
州
各
国
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
日
本
と
親
密
な
諸
国
も
日
本
も
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
英
国
に
つ
い
て
論
者
に
よ
り
ロ
ー
マ
法

の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
評
価
が
分
か
れ
る
が
、「
近
世
に
至
り
て
は
英
吉
利
法
を
学
理
的
に
論
ず
る
諸
学
者
其
分
類
上
羅
馬
法
の
影
響

を
受
く
る
コ
ト
大
に
し
て
、
今
日
は
英
国
中
に
も
羅
馬
法
を
研
究
す
る
も
の
も
甚
だ
多
し
。」
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
一
九
世
紀
の

（
八
〇
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
三
三

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
分
析
法
学
、
メ
イ
ン
の
歴
史
法
学
を
通
じ
て
の
ロ
ー
マ
法
へ
の
関
心
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
日
本

も
近
時
欧
州
の
法
制
に
基
づ
い
て
法
律
を
制
定
し
た
の
で
、「
間
接
に
羅
馬
法
日
本
に
影
響
す
る
処
あ
る
可
し
」﹇
二
丁
﹈
と
し
て
、
ロ
ー

マ
法
を
講
ず
る
意
味
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
他
方
日
耳
曼
法
制
も
欧
州
諸
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ

法
制
史
の
基
本
的
教
科
書
の
一
つ
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
（F

erdinand W
alter, 1794-1879

）『
ド
イ
ツ
法
制
史
』（D

eutsche 

R
echtsgeschichte （46

）
）
の
一
文
を
引
い
て
こ
の
事
情
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
比
較
法
制
史
を
述
ぶ
る
に
は
二
種
あ
り
。
則
ち
羅
馬
及
び
日
耳
曼
法
な
り
。
而
し
て
羅
馬
法
の
伝
播
す
る
や
、
其
の
体
裁
既
に
具
り

記
録
亦
全
き
を
以
て
、
羅
馬
法
は
能
く
相
調
和
す
る
に
至
れ
り
。
之
に
反
し
て
日
耳
曼
法
は
幾
多
の
流
派
に
分
れ
新
鮮
の
発
達
を
以
て
無

数
の
体
裁
と
組
織
を
生
じ
、
人
を
し
て
そ
の
帰
す
る
処
を
知
る
能
は
ざ
ら
し
む
、
と
。」﹇
二
丁
﹈

こ
の
文
章
は
、
決
し
て
直
訳
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
講
義
録
で
あ
る
と
は
い
え
、
原
意
を
十
分
に
汲
み
な
が
ら
も
、
わ
か
り
や
す
い
日

本
語
に
移
し
か
え
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

「
比
較
法
制
史
」
に
お
い
て
、
と
く
に
「
羅
馬
法
制
史
」
と
「
独
逸
法
制
史
」
の
二
つ
の
部
門
の
み
を
語
る
ゆ
え
ん
が
記
さ
れ
る
が
、

日
本
大
学
所
蔵
本
と
摂
南
大
学
所
蔵
本
と
で
は
、
こ
の
前
後
に
お
い
て
記
述
に
差
異
が
あ
り
、
後
者
で
は
記
述
が
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て

い
る
。
前
者
で
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
（H

einrich B
runner, 1840-1915

）
の
『
ド
イ
ツ
法
制
史
』（D

eutsche R
echtsgeschichte

）

か
ら
い
わ
ゆ
る
「
姉
妹
法
」（die S

chw
esterrechte

）
と
「
女
子
法
」（die T

ochterrchte

）
を
論
じ
つ
つ
（
47
）

、
講
義
の
対
象
が
ド
イ
ツ
法
制

史
の
起
源
と
し
て
の
ゲ
ル
マ
ン
法
制
史
に
限
定
さ
れ
る
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、「
第
二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴
」
と
し
て
、
欧
州
に
お
け
る
法
制
史
編
纂
の
経
緯
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
制
史
編
纂

の
形
式
と
し
て
、「
外
史
」（die äussere R

echtsgeschichte

）
と
「
内
史
」（die innrere R

echtsgeschichte

）
の
区
別
が
注
目
さ
れ
る
。

（
八
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
三
四

欧
州
に
お
け
る
法
制
史
に
関
す
る
書
が
登
場
す
る
の
は
一
六
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
一
二
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
の
復
興
後
、
こ
の
時
期
に

な
っ
て
歴
史
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
所
以
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
の
本
格
的
な
歴
史
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
人
文
主
義
法

学
の
時
代
に
始
ま
る
。『
学
説
彙
纂
』
は
「
十
二
世
紀
よ
り
欧
州
人
の
羅
馬
法
を
学
ぶ
に
最
も
大
切
な
る
も
の
」﹇
五
丁
﹈
で
あ
り
、「
当

時
の
現
行
法
の
み
な
ら
ず
法
律
の
沿
革
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
学
説
彙
纂
』
巻
頭
の
「
法
及
び
総
て
の
政
務
官
並
び
に
著
名
な
法
学
者

の
歴
史
に
つ
い
てD

e origine juris et om
nium

 m
agistratuum

 et successione prudentium

」
と
い
う
一
章
（tit. D

.1,2

）（「de 

origine juris

と
は
法
律
のO

rigin

な
り
。
英
のS

ource of law
 

な
り
。」
と
さ
れ
る
）
が
あ
る
。
こ
の
章
は
、「
法
令
官
吏
及
び
法
学
者
の
歴
史

を
述
べ
」
た
も
の
で
あ
り
、「
第
十
六
世
紀
後
之
を
基
と
し
て
法
令
の
外
史
を
生
ず
る
に
至
」
り
、
こ
こ
に
本
格
的
な
法
制
史
編
纂
の
歴

史
が
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
一
六
世
紀
以
前
に
も
ロ
ー
マ
の
法
制
を
研
究
す
る
に
は
「
法
の
起
源
に
つ
い
て
」
の
章
を
読
ま
れ
て

い
た
が
、「
此
后
は
他
章
を
作
り
又
新
に
附
け
加
へ
な
ど
し
て
之
を
学
」
ば
れ
た
結
果
、『
学
説
彙
纂
』
を
基
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
法
制
史

が
登
場
し
た
﹇
五
│
六
丁
﹈。
こ
う
し
た
形
式
の
法
制
史
叙
述
の
あ
り
方
が
「
外
史
」（die äussere G

eschichte, die äussere 

R
echtsgeschichte

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
始
ま
り
で
あ
る
（
48
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
中
に
は
、『
学
説
彙
纂
』
と
は
別
に
『
法
学
提
要
』（Institutiones

）
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
法
典
の
効
力
を
有
せ
し
む
る
も
其
主
た
る
処
は
教
課
書
と
し
て
用
ふ
る
に
あ
り
。
故
に
初
心
者
に
解
し
易
く
す
る
為
め
簡
単
に
書
け
り
。

…
…
。
結
局
法
律
階
梯
を
教
ゆ
る
書
」
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
の
種
々
の
規
定
を
論
じ
る
と
同
時
に
、
そ
の
規
定
の
歴
史
に
つ
い
て
も
書
き

加
え
ら
れ
て
い
る
。「
故
に
欧
洲
に
羅
馬
法
を
研
究
す
る
に
当
り
箇
々
の
規
定
を
見
る
に
は
﹇
法
学
提
要
﹈Instituiones

を
見
る
に
若
く

な
し
。
之
よ
り
﹇
法
学
提
要
﹈Institutiones

を
手
本
と
し
法
制
の
内
史
を
編
纂
す
る
コ
ト
起
れ
り
。」
と
さ
れ
、『
法
学
提
要
』
の
研
究

か
ら
、「
内
史
」（die innere G

eschichte, die innere R
echtsgeschichte

）
と
い
う
法
制
史
編
纂
の
も
う
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
始
ま
っ
た
。

（
八
〇
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
三
五

そ
こ
で
、「
外
史
」
と
「
内
史
」
は
そ
れ
ぞ
れ
何
が
語
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
論
者
に
よ
り
「
外
史
」
と
「
内
史
」
の
範

囲
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「
先
づ
法
制
の
外
史
に
は
法
律
の
成
立
す
る
体
裁
及
び
名
称

等
の
沿
革
を
論
ず
る
な
り
。
凡
て
法
律
は
時
代
に
よ
り
現
は
る
ヽ
形
異
な
れ
り
。
例
へ
ば
或
る
時
代
に
は
法
制
は
不
文
法
と
な
り
或
る
時

は
成
文
法
と
な
る
。
加
之
成
文
法
中
に
て
も
時
代
に
よ
り
種
々
法
典
生
ず
。
此
く
名
称
等
を
論
ず
る
な
り
。
此
く
法
制
の
外
史
に
て
は
細

論
に
入
ら
ず
。
内
史
に
て
は
法
令
等
の
内
容
を
論
ず
る
な
り
。」﹇
五
丁
﹈、
と
。「
外
史
」
は
「
法
律
の
成
立
す
る
体
裁
及
び
名
称
等
の
沿

革
」
を
論
じ
る
も
の
で
、「
細
論
に
は
入
ら
」
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
内
史
」
は
、「
法
令
の
内
容
を
論
」
じ
る
と
こ
ろ
に
、

両
者
の
差
異
が
あ
る
。「
外
史
」「
内
史
」
と
い
う
叙
述
ス
タ
イ
ル
の
区
別
は
近
代
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
と
く
に
「
外
史
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
或
は
外
史
中
に
法
令
制
定
の
機
関
の
コ
ト
及
ひ
法
学
者
の
沿
革

を
論
ず
る
あ
り
」
と
さ
れ
る
な
ど
、
論
者
に
よ
っ
て
力
点
の
置
か
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
宮
崎
博
士
は
、

プ
フ
タ
（G

eorg F
riedrich P

uchta, 1798-1846
）
と
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
論
に
言
及
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
態
度
を
定
め
て
お
ら
れ

る
。プ

フ
タ
に
つ
い
て
、「
独
乙
に
於
て
﹇
プ
フ
タ
﹈P

uchta
氏
は
歴
史
法
学
派
中
屈
指
の
人
に
し
て
法
学
通
論
を
著
し
、
其
中
に
外
内
な

る
名
称
適
せ
す
と
講
す
。
以
后
人
々
は
其
名
称
の
付
て
疑
を
抱
く
に
至
れ
り
。」﹇
七
丁
﹈、
と
記
し
、
プ
フ
タ
の
『
ロ
ー
マ
民
族
に
お
け

る
法
の
歴
史
（
49
）

』
に
よ
り
つ
つ
、「
外
史
」「
内
史
」
と
い
う
名
称
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
る
「
外
史
」

「
内
史
」
の
区
分
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
然
る
に
近
来
﹇
ブ
ル
ン
ナ
ー
﹈B

runner

は
独
乙
の
法
制
を
著
し
外
内
史
に
付
て
論
ず
。
其

説
に
は
共
に
法
律
を
論
ず
る
な
れ
ば
内
外
の
別
な
し
。
故
に
其
名
称
当
ら
す
。
夫
よ
り
もA

llgem
eine R

echtsgeschichte &
 

B
esondere R

echtsgeshichte

な
る
名
称
を
用
ふ
可
な
り
と
。
／A

llgem
eine R

echtsgeschichte

に
論
ず
る
処
は
殆
ん
ど
外
史
と
同

（
八
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
三
六

一
に
し
て
法
律
の
全
体
を
論
ず
る
な
り
。
則
ち
通
論
に
し
て
、B

esondere R
echtsgeschichte

は
各
論
に
し
て
民
法
刑
法
等
を
論
ず
る

な
り
。」﹇
七
丁
﹈
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
論
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、「
外
史
」「
内
史
」
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
む

し
ろA

llgem
eine R

echtsgeschichte

、
つ
ま
り
「
法
制
史
通
論
」
とB
esondere R

echtsgeschichte

つ
ま
り
「
法
制
史
各
論
」
の
名

称
を
用
い
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
50
）

。「
各
論
」
は
、
民
法
、
刑
法
な
ど
の
区
別
に
よ
る
法
制
史
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
ル
ン

ナ
ー
に
よ
る
法
制
史
の
形
式
区
分
が
「
内
外
と
云
ふ
よ
り
能
く
当
れ
り
。」
と
評
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
現
今
の
法
制
史
の
趨
勢
を
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。

次
い
で
、「
第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法
」
と
し
て
、
歴
史
叙
述
に
関
し
て
、
別
の
観
点
か
ら
の
考
察
を
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
一
般
の
歴
史
に
て
も
法
制
史
の
歴
史
に
て
も
規
則
の
み
に
よ
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て
法
制
史
に
の
み
に
限
ら
ず
。
一
般
の
歴
史
編
纂

に
付
て
論
ぜ
し
も
の
あ
り
。
例
はD

reusen
氏
等
の
如
し
。
別
に
新
説
に
な
ら
ざ
る
な
り
。
法
制
史
に
て
も
同
じ
く
歴
史
編
纂
の
方
法

は
理
屈
に
従
ふ
コ
ト
能
は
ず
。」﹇
七
丁
﹈

宮
崎
博
士
は
、「
法
制
史
編
纂
の
方
法
」
の
冒
頭
で
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
対
す
る
短
い
批
判
的
言
質
を
記
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ン
・
グ
ス
タ

フ
・
ド
ロ
イ
ゼ
ン
（Johann G
ustav B

ernhard D
roysen, 1808‒1884 （51

）
）
は
、『
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
史
』『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
史
』
な
ど
で
知

ら
れ
る
歴
史
家
で
あ
る
が
、
講
学
上
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
の
概
念
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
よ
り
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
、
か

つ
て
ベ
ル
リ
ン
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
薫
陶
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、「
一
国
民
の
中
に
個
人
個
人
を
超
え
た
指
導
理
念
が
貫
徹
す
る
」
と
い
う

理
念
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
り
、
大
学
で
の
一
連
の
歴
史
学
方
法
論
講
義
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
52
）

。
宮
崎
博
士
は

「
一
般
の
歴
史
に
て
も
法
制
史
の
歴
史
に
て
も
規
則
の
み
に
よ
る
可
か
ら
ず
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
規
則
」
は
、
歴
史
の
法
則

の
意
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
学
方
法
論
を
め
ぐ
る
動
向
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
も
、
博
士

（
八
〇
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
三
七

自
身
の
法
制
史
研
究
の
ス
タ
イ
ル
に
は
積
極
的
な
評
価
を
見
出
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
宮
崎
博
士
は
、「
法
制
の
編
纂
に
二
方
法
」、
1　

die synchronistische M
ethode　

2　

die chronologische M
ethode

の
区
別
を
注
目
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。『
比
較
法
制
史
』
に
お
け

る
こ
の
二
つ
の
方
法
の
説
明
は
、
主
に
ダ
ン
ツ
（H

einrich A
em
ilius A

ugust D
anz, 1806-1881

）
の
『
ロ
ー
マ
法
制
史
』（R

öm
ische 

R
echtsgeschichte

）
に
依
拠
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
（
53
）

。

「
以
上
二
方
法
の
区
別
はS

ynchronistische M
ethode

に
て
は
時
代
分
け
を
な
し
其
時
代
々
々
中
に
法
制
の
沿
革
を
述
ふ
。

C
hronologische M

ethode
は
事
柄
を
分
ち
其
分
類
中
に
法
制
の
沿
革
を
説
く
方
法
な
り
。
従
来
あ
る
法
制
史
を
見
る
に
人
に
よ
り
種
々

異
な
り
。S

ynchronistische M
﹇ethode

﹈
を
用
ふ
る
あ
り
。
或
人
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
る
あ
り
。
然
る
に
学
者
中

に
二
方
法
の
利
害
に
付
て
論
す
る
処
各
異
な
り
。
今
日
に
て
は
何
れ
か
善
き
か
を
判
し
兼
ぬ
。
併
し
二
方
法
共
に
長
処
あ
る
代
り
に
短
処

あ
り
。
吾
輩
之
等
に
付
て
考
ふ
る
に
此
両
方
法
共
短
処
な
き
も
の
に
非
ら
ざ
る
感
あ
り
。」﹇
七
│
八
丁
﹈

こ
の
二
つ
の
方
法
に
は
長
短
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
「
法
通
」
即
ちE

ncyclopädie

に
よ
り
つ
つ
、

種
々
の
利
害
を
検
討
し
て
い
る
（
54
）

。「
故
にW

alter
氏
も
法
通
に
於
て
二
方
法
の
利
害
を
論
ず
。
其
の
説
に
付
て
は
大
に
思
ひ
当
る
コ
ト

あ
り
。」
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、S
ynchronistische M

ethode
よ
り
も
、C

hronologische M
ethode

が
歴
史
編
纂
に
ふ
さ
わ
し
い
と
見
て

い
る
よ
う
で
あ
り
、
宮
崎
博
士
は
こ
の
見
解
に
肯
定
的
で
あ
る
。
同
じ
く
、
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
の
『
ロ
ー
マ
法
制
史
（
55
）

』
を
引
き
つ
つ
、「
則
ち

二
規
定
間
に
は
急
に
甲
乙
を
付
す
能
ず
。
蓋
しS

ynchronistische M
ethode

は
法
律
全
体
の
沿
革
則
ち
或
時
代
に
於
て
の
百
般
の
法

律
中
に
存
在
す
る
大
勢
を
画
く
に
は
便
な
れ
。
一
部
の
法
律
が
沿
革
し
来
た
れ
る
様
を
画
く
に
便
な
ら
ず
。
若
しC

hronologische 

M
ethode

に
拘
泥
す
れ
ば
法
律
全
体
の
沿
革
を
写
す
コ
ト
能
は
ざ
る
可
し
」
と
し
て
、
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
も
「
体
裁
に
拘
泥
せ
す
。
之
を
折
中

し
て
用
へ
り
」
と
し
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
『
ロ
ー
マ
法
制
史
』R

öm
ische R

echtsgeschichte

も
「
一
部
にS

ychronistische M
ethode

（
八
〇
五
）
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を
用
ひ
一
部
に
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
。
例
は
公
法
に
関
す
る
部
に
は
主
と
し
てS

ynchronistische M
ethode

を
用

ひ
私
法
に
関
す
る
部
に
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
。」
と
し
て
、
状
況
に
よ
る
使
い
分
け
を
示
唆
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
「
兎
に
角S

ynchronistische M
ethode

に
拘
泥
す
る
コ
ト
不
可
な
り
。」
と
し
て
、
法
制
史
の
叙
述
に
い
ず
れ
か
に
偏
し
な
い
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

最
後
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
（
56
）

』
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
で
法
制
史
の
叙
述
方
法
に
つ
い
て
の
言
及
を
締
め
く
く
ら

れ
る
。「

其
他
の
歴
史
の
書
方
に
付
て
は
法
律
家Jhering

氏
のG

eist des röm
ischen R

echts

中
のH

istorical M
ethod

中
に
は
有
益

な
る
議
論
あ
り
。
氏
は
近
来
の
独
乙
に
は
有
名
な
る
人
な
り
。
法
律
家
と
し
て
は
大
に
才
あ
り
。
此
中G

eist des röm
ischen 

R
echts

は
尤
も
有
名
な
る
も
の
な
り
。
之
れ
は
完
結
せ
ず
。
或
人
は
氏
の
著
書
が
何
物
に
て
も
完
結
せ
ず
と
。
之
れ
著
書
中
に
面

白
き
思
想
を
発
揮
す
。
又
一
書
出
せ
は
四
方
よ
り
攻
撃
す
る
も
の
多
く
湧
き
出
づ
。
故
にJhering

も
之
に
対
し
て
反
動
甚
し
。
之

等
に
付
て
面
白
き
思
想
出
づ
。
故
に
他
書
を
書
き
初
む
。
故
に
完
結
せ
ざ
る
コ
ト
往
々
あ
る
な
り
。G

eist des röm
ischen 

R
echts

は
世
人
を
益
す
る
大
に
し
て
ロ
ー
マ
法
制
の
研
究
す
る
に
は
必
ず
見
さ
る
可
か
ら
ず
。」﹇
九
丁
﹈

宮
崎
博
士
は
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
か
ら
直
接
の
学
問
的
な
指
導
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、

私
的
に
も
親
し
い
交
際
の
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
『
比
較
法
制
史
』
の
中
に
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
右
に
記
し
た

よ
う
に
、『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
』
か
ら
積
極
的
に
講
義
の
内
容
を
方
向
付
け
る
よ
う
な
受
け
止
め
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

ロ
ー
マ
法
で
は
、
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
、
ゾ
ー
ム
ら
の
影
響
が
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
八
〇
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
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原
）

四
三
九

小
結

以
上
、
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
『
比
較
法
制
史
』
の
う
ち
、
緒
論
の
分
析
を
通
じ
て
、
博
士
の
「
比
較
法
制
史
」
講
義
が
ど
の
よ
う
な
意

図
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
宮
崎
博
士
が
「
比
較
法
制
史
」
を
講
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
依

拠
さ
れ
た
文
献
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
そ
れ
ら
の
文
献
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
さ
れ
た
か
、
一
部
に
つ
い
て
検
討
し
た

に
と
ど
ま
る
。
宮
崎
博
士
は
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
の
帰
国
後
、
法
制
沿
革
な
い
し
日
本
法
制
沿
革
と
並
行
し
て
、「
羅
馬
法
」、「
独
逸
法

制
史
」
の
か
た
ち
で
西
洋
法
制
の
沿
革
を
講
じ
ら
れ
て
こ
ら
れ
た
。
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
法
科
大
学
に
お
い
て
法
制
史
比
較
法

制
史
講
座
を
担
当
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
も
、
長
く
西
洋
法
制
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
た
。「
法
制
史
」（
日
本
法
制
史
）
の
講
義
と
、

「
比
較
法
制
史
」
の
講
義
と
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
構
想
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
所
蔵
の
『
日
本
法
制

史
』
講
義
録
（
57
）

を
見
た
だ
け
で
も
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
つ
て
瀧
川
政
次
郎
博
士
が
、
そ
の
著
『
日
本
法
制
史
』（
一
九
二
八
年
）

に
お
い
て
、
そ
の
当
時
ま
で
の
日
本
法
制
史
研
究
の
見
取
り
図
を
描
い
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
宮
崎
博
士
か
ら
「
西
洋
風
の
法
制

史
」
研
究
が
発
足
し
、
そ
の
後
継
者
中
田
薫
及
び
そ
の
門
下
生
た
ち
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
法
科
派
」
の
法
制
史
が
成
立
し
た
と
と
さ

れ
る
（
58
）

。「
法
科
派
」
の
法
制
史
と
は
何
か
そ
れ
自
体
も
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、『
比
較
法
制
史
』
を
通
じ
て
、
博
士
の
法
制
史
方

法
論
と
と
く
に
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
ロ
ー
マ
法
、
ド
イ
ツ
法
制
史
研
究
か
ら
受
容
さ
れ
た
も
の
が
具
体
的
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
比
較
法
制
史
』
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
当
時
穂
積
陳
重
博
士
が
精
力
的
に
展
開
し
て

い
た
法
律
進
化
論
の
構
想
、
ポ
ス
ト
、
コ
ー
ラ
ー
ら
の
比
較
法
学
の
動
向
と
は
、
明
確
に
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
栗
生
武
夫

教
授
が
一
九
二
一
（
大
正
六
）
年
に
「
西
洋
法
制
史
研
究
の
必
要
性
に
就
て
（
59
）

」
と
い
う
小
稿
を
記
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、「
比

（
八
〇
七
）
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四
四
〇

較
法
制
史
は
其
本
来
の
職
分
た
る
歴
史
上
の
諸
制
度
の
比
較
及
分
類
に
さ
へ
未
だ
成
功
し
て
ゐ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
他
の
科
学
の
領
分

た
る
法
律
変
化
の
原
因
に
容
喙
す
る
余
裕
が
あ
る
の
か
解
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
制
度
の
比
較
と
其
説
明
と
は
、
本
来
性
質
の
異
る
作
業

で
あ
る
か
ら
、
学
の
純
一
味
の
為
め
に
も
、
両
者
を
切
り
放
つ
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
が
想
起
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
栗

生
教
授
と
宮
崎
博
士
の
思
想
が
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
当
時
の
比
較
法
制
史
な
い
し
比
較
法
学
の
あ
り
よ

う
に
対
す
る
姿
勢
に
共
通
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
栗
生
教
授
は
、
比
較
法
制
史
は
「
歴
史
で
は
な
い
」
と

ま
で
言
い
切
ら
れ
る
。
宮
崎
博
士
と
は
二
世
代
ほ
ど
差
が
あ
る
が
、「
比
較
法
制
史
」
講
義
の
も
と
で
、
実
際
に
は
、
独
仏
の
法
制
史
が

講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
高
く
評
価
も
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
宮
崎
博
士
の
「
比
較
法
制
史
」
の
講
義
は
、
そ
の
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
法

制
史
研
究
を
方
向
づ
け
た
と
い
う
意
味
で
も
あ
ら
た
め
て
そ
の
意
義
が
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
『
比
較
法
制

史
』
の
記
述
と
、
博
士
が
依
拠
さ
れ
た
諸
種
の
文
献
に
つ
い
て
、
原
著
に
あ
た
り
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
そ
の
復
元
を
試
み
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
も
と
よ
り
本
稿
は
い
ま
だ
そ
の
全
体
に
及
ぶ
に
は
遠
い
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

宮
崎
道
三
郎
博
士
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
「
宮
崎
道
三
郎
先
生
小
傳
」、
中
田
薫
編
『
宮
崎
先
生
法
制
史
論
集
』
岩
波
書
店
・

一
九
二
九
年
所
収
。
石
井
良
肋
「
日
本
法
制
史
研
究
の
発
達
」『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部　

経
済
学
部
』
一
九
四
二
年
、
二
七
七
│

二
九
三
頁
、
と
く
に
二
八
〇
│
二
八
二
頁
。「
日
本
法
制
史
学
八
十
八
年
│
東
京
大
学
に
お
け
る
│
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
八
一
巻
第
一
・
二
号

（
一
九
六
八
年
）、
一
〇
九
│
一
三
七
頁
所
収
、
宮
崎
博
士
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
一
一
一
│
一
一
四
頁
を
参
照
。
同
『
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成

立
』
創
文
社
・
一
九
七
二
年
、
三
二
七
│
三
五
九
頁
に
収
録
、
と
く
に
三
三
〇
│
三
三
三
頁
を
参
照
。

（
2
） 

本
稿
で
は
、
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
「
比
較
法
制
史
」
上
（
羅
馬
法
制
史
）、
下
（
独
乙
法
制
史
）
を
参
看
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
同
書
は
、
和
紙
に
謄
写
刷
さ
れ
た
二
分
冊
か
ら
な
る
和
綴
本
の
体
裁
で
あ
り
、
第
一
分
冊
表
紙
に
墨
で
「
比
較
法
制
史　

宮
崎
博
士　

（
八
〇
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
一

上
」
と
記
さ
れ
た
紙
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
内
容
は
「
羅
馬
法
制
史
」
で
あ
る
。
第
二
分
冊
も
同
じ
和
綴
本
の
体
裁
で
あ
り
、
同
様
の
題
名
が
記
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
紙
が
剥
が
さ
れ
て
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
容
は
「
独
乙
法
制
史
」
で
あ
る
。

（
3
） 
岩
野
英
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
法
史
学
の
歩
み
（
一
八
七
三
│
一
九
四
五
）：
法
制
史
関
連
科
目
担
任
者
の
変
遷
」『
同
志
社
法
学
』
第
三
九
巻

一
・
二
号
（
一
九
八
七
年
）
二
二
五
│
三
一
二
頁
。
矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
一
）（
二
・
完
）」『
法
学
新
報
』
第
四
四
巻
三
、

四
号
（
一
九
三
四
年
）、「
需
斯
知
尼
安
法
典
」
同
誌
四
八
巻
五
号
、「
明
治
以
来
ロ
ー
マ
法
源
邦
訳
事
歴
」
同
誌
四
九
巻
六
号
│
一
二
号
。
原
田
慶

吉
「
我
が
国
に
於
け
る
外
国
法
史
学
の
発
達
」
前
掲
『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部
・
経
済
学
部
』
二
九
四
頁
。
佐
藤
篤
士
「
日
本
に
お
け

る
ロ
ー
マ
法
学
の
役
割
│
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る
一
つ
の
反
省
│
」『
早
稲
田
法
学
』
第
四
〇
巻
第
一
号
（
一
九
六
五

年
）
五
三
│
九
九
頁
、
と
く
に
五
九
、
六
三
頁
、
同
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
敬
文
堂
出
版
部
・
一
九
七
五
年
に
、
第
一
章
「
日
本
に
お
け
る

ロ
ー
マ
法
学
の
発
達
│
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る
一
反
省
│
」
と
改
題
し
て
再
録
、
一
│
四
六
頁
。

（
4
） 

石
井
良
助
・
前
掲
「
日
本
法
制
史
研
究
の
発
達
」
二
八
〇
頁
。

（
5
） 

吉
原
達
也
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
」『
日
本
法
学
』
第
八
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）
一
│
五
一
頁
。

（
6
） 

宮
崎
博
士
『
比
較
法
制
史
』
第
一
分
冊
は
、
目
次
五
丁
、
本
文
八
一
丁
か
ら
な
り
、
目
次
は
、
第
一
部
、
第
二
部
を
通
観
で
き
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
。「
比
較
法
制
史
目
次
／
緒
言
／
第
一
章　

比
較
法
制
史
の
範
囲
／
第
二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴
／
第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法
／
第

二
部　

羅
馬
法
制
史　

第
一
章　

羅
馬
法
制
史
に
対
す
る
緒
言
／
第
一
条　

羅
馬
法
制
史
編
纂
の
沿
革
／
第
二
条　

羅
馬
法
律
の
参
考
書
／
本
論
／

第
一
章　

王
政
時
代
の
法
制
の
有
様
／
第
二
章　

共
和
政
時
代
に
於
け
る
法
制
の
沿
革
／
第
三
章　

帝
政
時
代
の
法
制
の
沿
革
」「
第
二
部　

独
乙

法
制
史
／
緒
言
／
第
一
条　

独
乙
法
制
史
の
来
歴　

第
二
条　

参
考
書
／
本
論
／
第
一
章　

G
erm
anische Z

eit

の
法
制
沿
革
／
第
二
章　

F
ränkische Z

eit

／
第
三
章　

中
古
紀
／
第
四
章　

近
世
」。
第
二
分
冊
は
、「
第
二
部　

独
乙
法
制
史
」
の
み
の
目
次
三
丁
と
本
文
八
四
丁
か
ら

な
っ
て
い
る
。
本
文
の
引
用
に
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
平
仮
名
お
く
り
と
し
て
、
原
則
と
し
て
新
字
体
で
統
一
し
、
濁
点
、
句
読
点
を

補
っ
た
。

（
7
） 

明
治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
関
し
て
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
、
吉
原
達
也

編
「
千
賀
鶴
太
郎
博
士
述
『
羅
馬
法
講
義
』（
1
『
広
島
法
学
』
第
三
二
巻
第
三
号
（
平
成
二
一
年
一
月
三
一
日
刊
）、（
2　

同
第
三
二
巻
第
四
号

（
八
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
二

（
平
成
二
一
年
三
月
二
〇
日
刊
）、（
3　

同
第
三
三
巻
第
一
号
（
平
成
二
一
年
六
月
三
〇
日
刊
）、（
4
）　

同
第
三
三
巻
第
二
号
（
平
成
二
一
年
一
〇

月
三
〇
日
刊
）、（
5
・
完
）　

同
第
三
三
巻
第
三
号
（
平
成
二
二
年
一
月
二
二
日
刊
）
を
参
照
。
吉
原
達
也
「
千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
」

『
日
本
法
学
』
第
七
九
巻
三
号
（
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
）
五
五
九
│
六
〇
八
頁
。

（
8
） 
長
尾
龍
一
「
宮
崎
道
三
郎
の
法
史
学
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
十
号
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）、
一
〜
三
一
頁
、『
法
学
に
遊
ぶ　

新
版
』
慈

学
社
、
二
〇
〇
九
年　

附
録
一　

二
五
五
頁
以
下
所
収
。
長
尾
教
授
に
よ
る
と
、
筆
記
者
の
字
の
癖
か
ら
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
講
義
録
『
日

本
法
制
史
』（
明
治
三
四
年
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
以
前
の
講
義
を
記
録
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

「
宮
崎
自
身
の
執
筆
に
し
て
は
間
違
い
が
多
過
ぎ
、
聴
講
生
の
ノ
ー
ト
に
し
て
は
出
来
が
良
過
ぎ
る
の
で
、
恐
ら
く
あ
る
程
度
宮
崎
の
指
導
を
受
け

て
学
生
が
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（
二
六
六
頁
を
参
照
。）

（
9
） 

宮
崎
博
士
の
ド
イ
ツ
留
学
時
代
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
柏
村
哲
博
「
設
立
肴
総
代
宮
崎
道
三
郎
の
生
涯
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
創
刊
号
二

（
一
九
九
五
年
）、
一
│
一
八
頁
、
と
く
に
四
│
九
頁
。
宮
崎
誠
・
柏
村
哲
博
「
宮
崎
道
三
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第

五
号
（
一
九
九
八
年
）、
一
五
一
│
一
七
二
頁
、
宮
崎
誠
『
宮
崎
道
三
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
（
補
遺
）』『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
六
号

（
一
九
九
九
年
）、
一
三
一
│
一
四
六
頁
。
こ
の
う
ち
、「
補
遺
」
は
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
に
お
け
る
宮
崎

博
士
の
学
籍
簿
や
住
所
記
録
な
ど
の
貴
重
な
報
告
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
） 

岩
野
・
前
掲
・
二
六
八
頁
注
三
九
。『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
五
六
号
（
明
治
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
刊
）
四
一
〇
頁
。

（
11
） 

岩
野
・
前
掲
・
二
三
八
頁
（
明
治
二
二
年
の
項
）。

（
12
） 

ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
に
つ
い
て
、
吉
原
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
」
四
│
六
頁
、
注（
26
）を
参
照
。
武
内
博
「
東
京
大
学
傭
外
国
人
教

師
・
講
師
履
歴
書
収
録
一
覧
」http://rainichi20072.blog106.fc2.com

/blog-entry-17.htm
l

「149 

ワ
イ
ペ
ル
ト W

eipert, H
einrich

」
の
項

目
を
参
照
。
帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
け
る
在
職
期
間
は
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
〜
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
ま
で
。O

A
G
 

（
オ
ー
ア
ー

ゲ
ー
・
ド
イ
ツ
東
洋
文
化
研
究
協
会
、
ド
イ
ツ
文
化
会
館
内
）
＝D

eutsche G
esellschaft für N

atur- und V
ölkerkunde O

stasiens 

の

https://oag.jp/people/heinrich-w
eipert/

の
項
目
も
参
照
。
石
部
雅
亮
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」『
比
較
法
学
の
課
題
と
展
望
』（
滝
沢
正
編

集
代
表
・
大
木
雅
夫
先
生
古
稀
記
念
）
信
山
社
・
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
・
一
〇
七
頁
、
と
く
に
一
二
一
も
参
照
。
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
の
ロ
ー
マ

（
八
一
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
三

法
講
義
に
つ
い
て
、
ワ
イ
ペ
ル
ト
「
羅
馬
法
及
法
典
編
纂
論
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
五
巻
通
号
四
一
号
（
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
）
一
七
│

四
一
頁
（「
法
科
大
学
教
師
独
乙
法
律
博
士　

ワ
イ
ペ
ル
ト
氏
演
述
、
法
科
大
学
助
教
授　

法
学
士　

植
村
俊
平
通
訳
」）
を
参
照
。

（
13
） 
『
帝
国
大
学
五
十
年
史 

上
冊
』
一
一
四
五
頁
。「
是
の
年
五
月
を
以
て
独
逸
人
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ト
ゲ
ン
、
八
月
を
以
て
独
乙
人
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
・

ワ
イ
ペ
ル
ト
何
れ
も
満
期
解
職
と
な
り
、
云
々
」。
岩
野
・
前
掲
・
二
三
八
頁
（
明
治
二
三
年
の
項
）
を
参
照
。

（
14
） 

藤
野
奈
津
子
「
岡
松
参
太
郎
と
ロ
ー
マ
法
研
究 

│
『
岡
松
参
太
郎
文
書
』
の
手
稿
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
│
」『
千
葉
商
大
論
叢
』
第
四
八
巻

二
号
（
二
〇
一
一
年
）、
五
七
頁
以
下
、
岡
松
博
士
と
、
宮
崎
博
士
の
ロ
ー
マ
法
講
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
く
に
六
四
頁
以
下
を
参
照
。
岡
松

博
士
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
（
明
治
二
四
（
一
八
九
一
年
）
受
講
ノ
ー
ト
は
岡
松
参
太
郎
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
・
同

東
ア
ジ
ア
法
研
究
所
編
（
雄
松
堂
））
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 

岩
野
・
前
掲
・
二
六
八
頁
注
四
二
。『
帝
国
大
学
一
覧　

従
明
治
二
十
三
年
至
二
十
四
年
』（
明
治
二
三
年
一
二
月
出
版
）
七
〇
頁
を
参
照
。

（
16
） 

『
東
京
大
学
百
年
史
・
部
局
史
一
』
一
九
八
六
年
、
六
八
頁
。
宮
崎
博
士
が
羅
馬
法
講
座
を
担
任
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
明
治
二
六
年
か
ら
明

治
二
八
年
に
か
け
て
の
三
年
間
の
こ
と
と
し
て
、
三
上
参
次
は
次
の
よ
う
な
回
想
を
語
っ
て
い
る
。「
そ
れ
か
ら
法
科
大
学
に
二
十
六
・
七
・
八
の

三
カ
年
法
制
史
の
講
義
を
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
時
に
教
え
た
学
生
は
三
十
五
年
と
か
、
四
十
年
・
四
十
五
年
と
か
い
う
五
年
目
ご
と
に
会

を
開
い
て
招
ん
で
く
れ
る
。
彼
等
の
仲
間
で
は
毎
年
や
る
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
先
生
を
招
ぶ
の
は
五
年
ご
と
ら
し
い
の
で
す
。
こ
と
に
二
十
八
年
の

法
科
の
卒
業
生
な
ど
に
は
浜
口
雄
幸
・
小
野
塚
喜
平
次
と
い
う
な
政
界
の
人
が
多
く
、
浜
口
内
閣
の
時
な
ど
に
は
私
の
法
制
史
の
講
義
を
聴
い
た
連

中
が
五
人
も
内
閣
に
列
し
て
お
っ
た
の
で
す
。
…
…
。
私
が
何
故
法
科
の
方
に
行
っ
て
お
っ
た
か
を
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
法
科
の
教
授
に
戸
水

寛
人
と
い
う
男
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
が
羅
馬
法
の
講
義
を
し
て
お
っ
た
の
で
あ
る
が
、
海
外
へ
遊
学
す
る
と
い
う
こ
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
羅
馬
法

を
宮
崎
道
三
郎
が
代
っ
て
講
義
を
し
、
そ
の
代
り
に
私
が
宮
崎
君
の
法
制
史
を
三
年
間
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
訳
な
ん
で
す
。」
三
上
参
次

『
明
治
時
代
の
歴
史
学
界　

三
上
参
次
懐
旧
談
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
、
一
五
一
頁
。
三
上
参
次
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）

年
二
月
一
三
日
に
文
科
大
学
教
授
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
経
歴
を
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
に
よ
っ
て
簡
単
に
見
て
お
く
と
、
文
科
大
学
に

お
い
て
明
治
二
四
年
九
月
三
〇
日
に
「
大
学
院
学
生
三
上
参
次
に
日
本
法
制
沿
革
、
日
本
歴
史
授
業
を
…
嘱
託
」（
一
三
二
〇
頁
）、
翌
二
五
年
「
七

月
十
二
日
文
学
士
三
上
参
次
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
兼
文
科
大
学
助
教
授
に
任
じ
、
日
本
法
制
沿
革
及
日
本
歴
史
の
講
義
を
担
任
す
」

（
八
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
四

（
一
三
二
一
頁
）
と
あ
り
、
明
治
二
六
年
「
九
月
十
一
日
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
兼
文
科
大
学
助
教
授
三
上
参
次
助
教
授
専
任
と
な
り
国
史
法
制

史
を
担
任
す
」（
一
三
二
三
頁
）
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
因
み
に
九
月
十
一
日
は
明
治
二
六
年
の
学
年
始
業
日

に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
。
戸
水
寛
人
が
、
法
律
修
行
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
の
は
一
八
八
九
（
明
治

二
二
）
年
一
一
月
で
あ
り
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
四
月
に
留
学
期
間
の
延
長
と
ド
イ
ツ
へ
の
転
学
が
許
可
さ
れ
、
翌
一
八
九
四
（
明
治

二
七
）
八
月
に
帰
国
し
て
九
月
八
日
付
で
羅
馬
法
講
座
担
任
と
な
っ
た
経
緯
と
、
年
代
に
ず
れ
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。
戸
水

寛
人
博
士
に
つ
い
て
は
、
吉
原
丈
司
・
吉
原
達
也
編
『
千
賀
鶴
太
郎
博
士
・
戸
水
寛
人
博
士
・
池
辺
義
象
氏
略
年
譜
・
著
作
目
録
│
ロ
ー
マ
法
・
法

制
史
学
者
著
作
目
録
選
（
第
九
輯
）』
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
刊
、
七
七
頁
以
下
及
び
所
掲
の
文
献
を
参
照
。

（
17
） 

前
掲
書
、
七
三
頁
。

（
18
） 

宮
崎
博
士
の
比
較
法
制
史
講
義
録
と
し
て
は
、
摂
南
大
学
所
蔵
本
（
図
書
館
本
館　

完29111224

）、
東
京
大
学
所
蔵
本
（
総
合
図
書
館　

上

│
下L

11:330005601737

）、
九
州
大
学
所
蔵
本
（
附
属
図
書
館
法　

K
j 30/M

/2015132001055386

）
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
東
京
大
学

総
合
図
書
館
所
蔵
本
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
と
同
一
の
謄
写
印
刷
本
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
長
尾
・
前
掲
書
二
八
四
頁
注
四
七
を
参
照
。

「
同
講
義
録
が
、
講
義
者
不
明
の
ま
ま
で
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
筆
者
は
二
〇
〇
七
年
六
月
十
一
日
に
発
見
し
、
係

員
に
そ
の
旨
を
伝
え
た
。」

（
19
） 

摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
が
謄
写
印
刷
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
筆
記
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ク
に
よ
る
筆
記
ノ
ー
ト
を

製
本
し
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
教
授
法
学
博
士　

宮
崎
道
三
郎
口
授　

比
較
法
制
史　

完　

於
東
京
法
科
大
学　

乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五

月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
四
年
乃
至
三
五
年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
20
） 

岩
野
・
前
掲
二
四
三
頁
注
六
三
、『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
下
冊
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
、
一
九
五
│
一
九
六
頁
。『
東
京
大
学
百
年

史　

部
局
史
一
』
一
〇
四
頁
以
下
。

（
21
） 

岩
野
・
前
掲
二
七
二
頁
注
五
九
を
参
照
。
美
濃
部
達
吉
に
つ
い
て
、
山
田
三
良
「
美
濃
部
達
吉
会
員
」（
追
悼
文
）『
学
問
の
や
ま
な
み
│
物
故

会
員
追
悼
集
│
第
二
』
日
本
学
士
院
・
一
九
八
〇
年
、
二
三
四
頁
以
下
。

（
22
） 

ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、M

ichael S
tolleis

（hrsg.

）, Juristen: ein biographisches L
exikon von der 

（
八
一
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
五

A
ntike bis zum

 20. Jahrhundert

（B
eck ’sche R

eihe, 1417

）C
. H
. B
eck, 2001, S

.661

（E
. H
olthöfer

）. 

伝
記
と
し
て
、G

isela W
ild, 

L
eopold A

ugust W
arnkönig 1794-1866: ein R

echtslehrer zw
ischen N

aturrecht und historischer S
chule und ein V

erm
ittler 

deutschen G
eistes in W

esteuropa 

（F
reiburger rechts- und staatsw

issenschaftliche A
bhandlungen B

d. 17

）, 1961.

ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー

ニ
ヒ
は
、
一
八
一
二
年
以
後
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
ハ
イ
ゼH

eise

、
マ
ル
テ
ィ
ンM

artin

、
テ
ィ
ボ
ーT

hibaut

、
ツ
ァ
ハ
リ
エZ

achariä

ら

の
も
と
で
学
ん
だ
後
、
一
八
一
五
年
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
移
り
、
フ
ー
ゴ
ーH

ugo

の
指
導
を
受
け
た
。
一
八
一
七
年
に
当
時
オ
ラ
ン
ダ
領
で
あ
っ

た
リ
ュ
テ
ィ
ヒ
（L

üttich

、
リ
エ
ー
ジ
ュ
）、
一
八
二
七
年
に
は
ル
ー
ヴ
ァ
ン
（L

ouvain, L
öw
en

）
で
パ
ン
デ
ク
テ
ン
学
を
講
じ
、
ベ
ル
ギ
ー
で

最
も
著
名
な
法
学
者
と
知
ら
れ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
革
命
後
、
ヘ
ン
ト
の
立
法
委
員
会
に
携
わ
っ
た
あ
と
、
一
八
三
六
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
を
経
て
、

一
八
四
四
年
以
後
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
移
っ
て
教
会
法
を
講
じ
、
一
八
五
六
年
に
引
退
し
た
。
著
書
と
し
て
、『
ロ
ー
マ
私
法
提
要
』

Institutiones juris R
om
ani privati, in usum

 praelectionum
 academ

icarum
 vulgatae cum

 introductione in universam
 

iurisprudentiam
 et in studium

 iuris rom
ani.

（
23
） W

arnkönig, Juristische E
ncyclopädie oder organische D

arstellung der R
echtsw

issenschaft m
it vorherrschender R

ücksicht 

auf D
eutschland: zum

 G
ebrauch bei V

orlesungen und zum
 S
elbststudium

 E
rlangen, F

. E
nke, 1853, 569S

.

（
24
） O

p.cit., S
.V
.

（
25
） 

エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ーE

ncyloädie

は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
ン
キ
ュ
ク
リ
オ
ス
・
パ
イ
デ
イ
ア
」（enkyklios paideia

）
は
、
元
来
ギ

リ
シ
ア
に
生
ま
れ
た
自
由
人
の
若
者
が
特
定
の
専
門
を
修
得
す
る
前
に
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
普
通
の
範
囲
の
教
養
を
意
味
す
る
。
本
来
「
予
備
教

育
」（P

ropädagogik

）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
八
世
紀
以
降
、
こ
の
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
に
お
い
て
、
そ
の
学
科
の
概
念

や
そ
れ
が
取
り
扱
う
対
象
や
方
法
を
、
包
括
的
体
系
的
に
論
述
し
た
講
義
や
書
物
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ａ
・
ベ
ー
ク
／
安
酸
敏
眞
訳

『
解
釈
学
と
批
判
』
知
泉
書
館
・
二
〇
一
四
年
、
七
頁
注
二
及
び
五
三
頁
以
下
（
文
献
学
に
関
連
し
て
の
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
の
概
念
）
を
参

照
。A
ugust B

oeckh, E
ncyklpädie und M

ethodologie der philologischn W
issenschaften, L

eipzig 1886. H
egel, E

nzyklopädie der 

philosophischen W
issenschaften im

 G
rundrisse, 1817. T

hibaut, A
nton F

riedrich Justus, Juristische E
ncyclopädie und 

M
ethodologie: zum

 eignen S
tudio für A

nfänger, und zum
 G
ebrauch academ

ischer V
orlesungen entw

orfen, A
ltona, 1797

な
ど
。

（
八
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
六

（
26
） O

p. cit., S
. V
II-X
II.

（
27
） W

ild, op. cit, S
. 90. W

arnkönig, V
ersuch einer B

egründung des R
echts durch eine V

ernunftidee, A
. M
arcus, 1819, S

. 65f; 

E
ncyclpädie, S

. 87.

（
28
） W

arnkönig, Juristische E
ncyclpädie, S

. 87f.; U
eber die vergleichende S

taats- und R
echtsgeschichte, in: K

ritische 

Z
eitschrift für R

echtsw
issenschaft und G

esetzgebung des A
uslandes, 22, 1849, S

. 386ff.; U
eberblick der juristischen 

E
ncyclopädik in D

eutschland : 

（m
it besonderer R

ücksicht auf B
luhm

e ’s E
ncyclopädie etc. 2. A

ufl.

）, in: Jahrbücher der 

deutschen R
echtsw

issenschaft und G
esetzgebung, B

d. 1, 1855, S
. 1ff .

（
29
） M

ichael S
tolleis 

（hrsg.

）, Juristen: ein biographisches L
exikon von der A

ntike bis zum
 20. Jahrhundert, S

.441ff. 

（R
. 

H
arzer

）. 

ミ
ッ
タ
マ
イ
ヤ
ー
（C

arl Josef A
nton M

itterm
ayer, 1787-1867

）
は
、
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
、
ボ
ン
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
各
教
授

を
歴
任
。
代
表
的
著
作
に
、G

rundsätze des gem
einen deutschen P

rivatrechts, m
it E
inschluss des H

andel-, W
echsel- und 

S
eerechts, 2 B

d., R
atisbon, 1837‒38; D

as deutsche S
trafverfahren in der F

ortbildung durch G
erichtsgebrauch und 

L
andesgesetzbücher, H

eidelberg, 1845‒46. 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
刑
法
教
科
書
の
九
版
以
後
改
訂
者
。
世
界
最
初
の
比
較
法
雑
誌
と
い
わ
れ
る

ツ
ァ
ハ
リ
エ
（Z

achriae von L
ingenthal, K

arl S
olom

o, 1769-1843

）
の
『
外
国
法
学
・
立
法
評
論
』K

ritische Z
eitschrift für 

R
echtsw

issenschaft und G
esetzgebung des A

uslandes. B
d. 1, 1829 - B

d. 28, 1856

の
刊
行
に
共
同
創
刊
者
・
共
同
編
集
者
と
し
て
大
き

な
寄
与
が
あ
っ
た
。
ミ
ッ
タ
マ
イ
ヤ
ー
の
比
較
法
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
／
ケ
ッ
ツ
・
大
木
雅
夫
訳
『
比
較
法

概
論
上
』
東
京
大
学
出
版
会
・
八
七
│
八
九
頁
を
参
照
。
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
は
、
二
八
巻
に
及
ぶ
『
評
論
』
に
つ
い
て
「
そ
れ
ら
は
、
ほ
ぼ
三
〇

年
に
わ
た
っ
て
発
展
的
な
動
き
を
示
し
た
外
国
の
立
法
と
法
学
の
状
態
に
つ
い
て
か
な
り
完
全
な
パ
ノ
ラ
マ
を
再
現
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
。

K
rit. Z

.28 

（1856

）, 39f.

（
30
） 

穂
積
陳
重
「
国
家
法
制
起
原
序
」、
飯
野
謹
一
訳
『
国
家
法
制
起
原
』
八
尾
書
店
・
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
刊
、
復
刻
版
日
本
立
法
資
料

全
集
別
巻
六
八
六
、（
四
）
│
（
五
）
頁
、『
穂
積
陳
重
遺
文
集
第
二
冊
』
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
所
収
。
穂
積
陳
重
「
法
理
学
講
義
」（
年
代
不

明
）
二
二
│
二
三
丁
。
こ
こ
で
も
穂
積
博
士
は
「
国
別
比
較
法
学
」
と
「
人
種
別
比
較
法
学
」
の
二
派
に
分
け
、
前
者
の
例
と
し
て
「
モ
ン
テ
ス

（
八
一
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
七

キ
ュ
」
を
挙
げ
、
後
者
の
例
と
し
て
ポ
ス
ト
を
挙
げ
て
い
る
。「
人
種
別
比
較
法
と
は
例
へ
ば
「
ア
リ
ヤ
ン
」
人
種
の
法
と
「
ロ
ー
マ
ン
」
人
種
の

法
と
を
比
較
す
る
研
究
法
な
り
。
此
法
近
来
起
り
し
も
の
な
り
。
独
の
「
ポ
ス
ト
」
な
る
人
之
を
主
張
し
、
氏
の
苦
作
中
に
は
人
種
的
法
学
な
る
語

を
用
ひ
た
り
」、
と
。
本
講
義
録
に
つ
き
、
千
葉
大
学
・
山
口
道
弘
教
授
の
ご
厚
意
に
よ
り
参
看
す
る
機
会
を
得
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

（
31
） 

Ａ
・
Ｈ
・
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
江
守
五
夫
『
法
社
会
学
方
法
論
序
説
』
法
律
文
化
社
・
一
九
六
二
年
、
二
一
三
頁
以
下
を
参
照
。
青
山
道
夫

『
民
族
法
学
序
説
』
酒
井
書
店
・
一
九
五
五
年
、
二
七
五
頁
以
下
を
参
照
。A

. H
. P
ost, D

er U
rsprung des R

echts. P
rolegom

ena zu einer 

A
llgem

einen vergleichenden R
echtsw

issenschaft. B
erndt &

 S
chw
arzer, O

ldenburg 1876; D
ie A

nfänge des S
taats-und 

R
echtslebens, O

ldenburg, 1878. 

飯
野
謹
一
訳
『
国
家
法
制
起
原
』
八
尾
書
店
・
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
刊
、
復
刻
版
日
本
立
法
資
料
全

集
別
巻
六
八
六; D

ie G
rundlagen des R

echts und die G
rundzüge seiner E

ntw
ickelungsgeschichte: L

eitgedanken für den A
ufbau 

einer allgem
einen R

echtsw
issenschaft auf sociologischer B

asis. A
. S
chw
arz, O

ldenburg 1884; G
rundriss der ethnologischen 

Jurisprudenz. B
and 1 und 2. S

cientia V
erlag; N

eudruck, A
alen; E

inleitung in das S
tudium

 der ethnologischen Jurisprudenz. 

S
chw
artz, O

ldenburg 1886. 

江
守
五
夫
「
Ａ
・
Ｈ
・
ポ
ス
ト 

民
族
学
的
法
学
研
究
序
説
」『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
巻
二
号
（
一
九
五
四
年
）

九
二
│
一
二
三
頁
所
収
。; S
tudien zur E

ntw
icklungsgeschichte des F

am
ilienrechts. S

chulze, O
ldenburg u. L

eipzig, 1889; B
rem
er 

L
eben: satirische G

edichte, B
rem
en, 1872.

（
32
） 

穂
積
博
士
と
コ
ー
ラ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
、
石
部
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」
一
一
六
頁
以
下
を
参
照
。
コ
ー
ラ
ー
の
事
績
に
つ
い
て
、

M
ichael S

tolleis

（hrsg.

）, Juristen: ein biographisches L
exikon von der A

ntike bis zum
 20. Jahrhundert

、S
.361f.

（K
.L
uig

）. 

コ
ー
ラ
ー
の
比
較
法
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
りJosef K

ohler, Ü
ber die M

ethode der R
echtsvergleichung, Z

eitschrift für das 

P
rivat-und öff entliche R

echt der G
egenw

ard, 1901, S
.273.

ヨ
ー
ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ー
／
大
木
雅
夫
訳
『
上
智
法
学
論
集
』
第
三
八
巻
二
号

七
一
│
八
四
頁
を
参
照
。

（
33
） 

穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
〇
年
、
一
七
〇
頁
。「
法
律
の
学
語
」
に
は
、
明
治
一
六
年
の
頃
、
穂
積
博
士
、
宮
崎
博
士
た

ち
は
、
九
段
下
の
玉
川
堂
の
一
室
を
借
り
て
、
毎
週
一
回
以
上
集
会
し
て
訳
語
を
選
定
し
た
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
法
制
史
の
領
域
で
の
本
格
的

（
八
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
八

な
訳
語
の
作
成
は
比
較
法
制
史
の
講
義
に
始
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
34
） S

ir H
enry M

aine, A
ncient L

aw
, 1861, w

ith introduction by P
rof. J. H

. M
ogan, E

verym
an ’s L

ibrary, 1965

を
参
照
。

（
35
） 
穂
積
博
士
と
メ
イ
ン
と
の
思
想
的
関
係
に
つ
い
て
、
石
部
雅
亮
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」
一
〇
八
頁
以
下
。

（
36
） 
西
村
稔
『
知
の
社
会
史
』
木
鐸
社
・
一
九
八
七
年
、
二
五
六
頁
。
古
代
社
会
論
の
制
度
化
と
し
て
、
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
、
ポ
ス
ト
、
コ
ー

ラ
ー
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
37
） 

石
部
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」
一
一
九
頁
及
び
注
四
〇
を
参
照
。
西
村
稔
・
前
掲
書
・
二
五
七
頁
注
三
五
対
応
本
文
。Josef 

K
ohler, R

ezension : D
er U

rsprung des R
echta, 1876 etc., K

ritische V
ierteljahresschrift für G

esetzgebung und 

R
echtsw

issenschaft, B
d. 23 = N

.F
. B
d. 4

（1881

）, S
. 174ff . V

gl. A
dam
, Josef K

ohler und die vergleichende R
echtsw

issenschaft, 

Z
vglR

W
iss. B

d. 37

（1920
）, S

.25. 27.

ア
ー
ダ
ム
は
、
コ
ー
ラ
ー
を
ポ
ス
ト
の
後
継
者
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
実
は
コ
ー
ラ
ー
が
、
は
じ
め
て

ポ
ス
ト
の
努
力
の
深
い
学
問
的
意
義
を
完
全
に
認
識
し
、
ポ
ス
ト
の
著
書
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
貢
献
し
た
法
律
家
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
38
） 

穂
積
陳
重
「
国
家
法
制
起
原
序
」、
前
掲
・
飯
野
訳
『
国
家
法
制
起
原
』（
七
）
│
（
九
）
頁
、『
穂
積
陳
重
遺
文
集
第
二
冊
』
一
九
三
二
（
昭

和
七
）
年
。

（
39
） 

穂
積
陳
重
「
法
理
学
講
義
」（
年
代
不
明
）
二
二
│
二
三
丁
。
前
注（
30
）を
参
照
。

（
40
） 

穂
積
重
行
「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
の
受
容
│
東
京
大
学
法
学
部
と
穂
積
陳
重｣

家
永
三
郎
編
『
明
治
国
家
の
法
と
思
想
』
御
茶
の

水
書
房
、
一
九
六
六
年
、
五
三
八
頁
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
時
代
に
つ
い
て
、
穂
積
重
行
『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
：
穂
積
陳
重
を
め
ぐ
っ
て
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
八
年
、
二
二
五
│
二
五
九
頁
を
参
照
。

（
41
） F

ranz B
ernhöft, U

eber Z
w
eck der vegleichenden R

echtsw
issenschaft, in: Z

eitschrift für vergl.R
echtsw

issenschaft, B
d.1, 

1878, S
.4.

（
42
） 

西
村
・
前
掲
書
・
二
五
六
│
二
五
七
頁
。

（
43
） 

西
村
・
前
掲
書
・
二
五
七
頁
。

（
44
） 

前
注（
37
）所
掲
の
文
献
を
参
照
。

（
八
一
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
九

（
45
） 

中
田
薫
・
前
掲
「
宮
崎
道
三
郎
先
生
小
傳
」
一
頁
。

（
46
） F

erdinand W
alter, D

eutsche R
echtsgeschichte, 2.A

ufl ., B
onn, 1857, S

. 1.
（
47
） 
宮
崎
『
比
較
法
制
史
』
上
、
四
│
五
丁
。H

einrich B
runner, D

eutsche R
echtsgeschichte, B

d. 1, L
eipzig, 1887, S

. 1ff ., 15f.

（
48
） 
宮
崎
『
比
較
法
制
史
』
上
、
一
一
丁
に
、
お
そ
ら
く
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
『
ロ
ー
マ
法
制
史
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
う
記
し
て
い
る
。「
加
之
十
六
世

紀
頃
は
法
律
以
外
に
古
代
の
事
物
を
研
究
す
る
に
至
る
。
同
時
にlaw
yer

は
古
代
の
言
語
学
に
通
す
る
に
至
り
法
律
も
歴
史
的
観
察
を
生
す
る
に

至
る
。
因
て
此
頃
よ
り
ロ
ー
マ
史
を
編
纂
す
る
に
至
れ
り
。
中
著
り
し
き
は
仏
国
のA

.R
ivallius

﹇
リ
ウ
ァ
リ
ウ
ス
、
一
五
三
六
以
後
没
﹈
氏
な
り
。

氏
はC

ivilis juris historiae libri quinque

﹇『
市
民
法
史
五
巻
』﹈
を
著
し
一
五
一
五
頃
に
世
に
公
に
せ
り
。
氏
は
非
常
に
法
理
の
歴
史
に
熱
中

し
一
二tables

﹇
一
二
表
法
﹈
の
残
り
し
分
を
集
め
法
律
の
旧
面
目
を
復
せ
ん
と
し
且
つ
之
に
註
釈
を
加
へ
り
。
夫
れ
今
日
も
尚
ほ12 tables

﹇
一
二
表
法
﹈
の
原
文
の
旧
面
目
を
覗
は
ん
と
せ
り
。
右
の
如
く
当
時
代
に
法
制
史
の
端
緒
開
け
り
。
併
し
学
問
の
進
歩
は
漸
を
以
て
進
む
も
の
な

り
。
故
に
此
の
如
き
著
書
あ
る
に
も
拘
ら
す
不
完
全
な
る
処
多
し
。
氏
の
著
書
はP

andecten

のde origine juris

の
章
を
本
と
し
其
の
順
序
に

従
ひ
ロ
ー
マ
法
制
史
を
作
る
も
の
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
法
制
史
はD

igest

の
影
響
を
受
け
起
こ
り
し
コ
ト
明
な
り
。」A

ym
arus R

ivallius

（A
ym
ar du R

ivail S
eigneur de la R

ivallière

）
は
一
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
史
家
、
法
制
史
の
創
始
者
と
さ
れ
、
一
二
表
法
の
復
元
を

試
み
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
代
表
的
な
著
作
と
し
て
、 C

ivilis H
istoriae Iuris, sive in duodecim

 T
abul. L

eges C
om
m
entariorum

 libri 

quinque. H
istoriae item

 Juris pontifi cii liber S
ingularis. V

alence 1515.

（
49
） G

eorg F
riedrich P

uchta, G
eschichte des R

echts bei dem
 röm

ischen V
olk m

it einer E
inleitung in die R

echtsw
issens chaft 

und G
eschichte des röm

ischen C
ivilprozesses, 10. A

ufl ., L
eipzig, 1893, S

. 57f.

（
50
） B

runner, D
eutsche R

echtsgeschichte, B
d. 1, S

. 8.

（
51
） 

千
代
田
謙
『
第
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
史
学
史
研
究
』
三
省
堂
・
一
九
六
〇
年
。
千
代
田
寛
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
思
想
史
研
究
の
た
め
の
一
試
論 : 

ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
歴
史
思
想
を
手
掛
り
と
し
て
」『
社
会
科
研
究
』
一
二
巻
（
一
九
六
四
年
）、
三
九
│
五
五
頁
。
岸
田
達
也
『
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
研

究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
一
九
七
六
年
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
を
始
め
と
す
る
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
学
方
法
論
を
め
ぐ
る
思

想
史
的
研
究
と
な
っ
て
い
る
。

（
八
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
五
〇

（
52
） 

『
史
学
論
』『
史
学
綱
要
』
に
つ
い
て
、
岸
田
・
前
掲
書
、
と
く
に
第
一
章
ド
ロ
イ
ゼ
ン
『
史
学
論
』
の
構
想
と
そ
の
背
景
、
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
53
） H

enricus A
em
ilius A

ugustus D
anz, L

ehrbuch der geschichte des röm
ischen rechts, E

rster T
heil, L

eipzig, B
reitkopf und 

H
ärtel, 1871, 225S

.

（
54
） 
「
其
説
は　

第
一　

法
制
の
変
動
は
至
大
な
る
も
其
部
分
に
よ
り
て
は
決
し
て
皆
仝
時
代
に
起
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
を
一
時
代
中
に
収
め

て
論
す
る
難
し
。
其
の
部
分
に
よ
り
て
は
変
動
の
影
響
を
受
け
て
変
更
す
る
に
は
自
ら
遅
速
あ
り
。
故
に
時
代
を
明
に
定
め
之
を
明
に
論
す
る
難
し
。

第
二　

国
法
及
び
之
と
関
係
あ
る
公
権
の
歴
史
に
付
て
は
或
は
時
代
を
分
ち
て
其
変
動
を
来
す
コ
ト
出
来
る
も
他
の
法
制
の
部
に
至
り
て
は
其
変

動
は
緩
慢
に
し
て
且
つ
表
面
に
表
は
れ
ざ
る
コ
ト
な
れ
ば
時
代
を
分
ち
変
動
を
説
く
難
し
。
例
の
行
政
法
憲
法
に
関
す
る
規
定
廃
置
の
事
柄
は
明
に

知
り
易
き
も
民
法
等
の
も
の
に
至
り
て
は
変
遷
は
知
り
難
し
（
日
本
に
於
て
異
な
る
）。
之
れ
不
文
法
等
の
如
き
も
の
あ
れ
ば
何
時
廃
せ
ん
も
何
時

置
か
れ
し
か
を
知
る
難
し
。
故
に
時
代
に
よ
り
変
遷
を
知
ら
ん
と
す
る
難
き
所
以
な
り
。
第
三
に
は
時
代
を
分
ち
法
制
の
沿
革
を
論
ぜ
ん
に
は
時
代

の
代
る
毎
に
前
時
代
に
連
絡
し
て
論
述
す
。
故
に
議
論
の
重
複
す
る
コ
ト
あ
り
。
…
…
。
故
に
、S

ynchronistische M
ethode

に
付
て
は
不
都
合

を
感
ず
。
第
四
に
は
時
代
を
分
け
て
法
制
史
の
沿
革
を
論
ぜ
ん
に
は
、
歴
史
上
の
事
実
に
て
一
定
のm

odel

に
入
る
。
故
に
議
論
が
明
ら
か
な
ら

ず
と
云
ふ
。」﹇
七
│
八
丁
﹈

（
55
） O

tto K
arlow

a, R
öm
ische R

echtsgeschichte: B
d.1 S

taatsrecht und R
echtsquellen, 1885; R

öm
ische R

echtsgeschichte: B
d.2　

T
heil.1, P

rivatrecht und C
ivilprozess. S

trafrecht und S
trafprozess. 1. T

. P
rivatrech, V

eit &
 com

p., 1901. K
arlow

a 

（* 11. 

F
ebruar 1836 in B

ückeburg; †
 3. Januar 1904 in L

eipzig

） w
ar ein deutscher R

echtsw
issenschaftler, 

カ
ル
ロ
ヴ
ァ
は
、
一
八
六
七

年
に
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
教
授
、
そ
の
後
一
八
七
二
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
を
勤
め
た
。
宮
崎
博
士
は
、
本

書
に
つ
い
て
、
高
い
評
価
を
記
し
て
い
る
。「
尚K

arlow
a

氏
はR

om
an L

aw

に
明
に
し
て
現
存
せ
り
。
近
頃
ロ
ー
マ
史
を
顕
し
一
巻
と
二
巻
の

一
部
成
る
。
此
書
成
は
大
部
と
な
ら
ん
と
。
併
し
氏
の
ロ
ー
マ
史
は
全
体
に
渡
り
て
書
す
。
故
に
公
法
私
法
の
一
般
を
知
る
に
足
る
。
且
つ
氏
は
着

実
に
し
て
研
究
曲
解
の
コ
ト
少
し
。
之
れ
は
甚
だ
解
し
易
し
。
或
事
に
付
て
ロ
ー
マ
史
を
知
ら
ん
に
は
之
を
見
る
便
な
ら
ん
。」、
と
。

（
56
） R

udolf Jhering, D
er G

eist des röm
ischen R

echts auf den verschiedenen S
tufen seiner E

ntw
icklung, 3 B

de., 1852-1878.

（
57
） 

宮
崎
道
三
郎
博
士
述
『
日
本
法
制
史
』
年
代
不
明
。
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
は
、「
故
沼
義
雄
先
生
の
東
大
学
生
時
代
の
ノ
ー
ト
、
宮
崎
道
三
郎
先
生
の

（
八
一
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
五
一

「
日
本
法
制
史
」
を
筆
記
す
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
58
） 

瀧
川
政
次
郎
『
日
本
法
制
史
』
有
斐
閣
・
一
九
二
八
年
（
未
見
）。
同
『
日
本
法
制
史
』
角
川
書
店
・
一
九
六
八
年
、
四
八
│
五
〇
頁
、
同

『
日
本
法
制
史
（上）
』
講
談
社
・
一
九
八
五
年
、
六
四
│
六
六
頁
及
び
「
学
術
文
庫
『
日
本
法
制
史
』
序
」
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
59
） 
栗
生
武
夫
「
西
洋
法
制
史
研
究
に
必
要
性
に
就
て
」『
法
学
論
叢
』
第
六
巻
六
号
（
一
九
二
一
年
）
一
三
五
頁
以
下
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
七
〜
二
〇
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
法
学
提
要
（Institutes

）
に
対
す
る
比
較
法
学
史
的
総
合
研
究
」

研
究
課
題
番
号17H

02442
（
研
究
代
表
・
葛
西
康
徳
・
東
京
大
学
教
授
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

（
八
一
九
）
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